
①適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは
インボイス制度とは、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入後は、売り手は買い手に適格請
求書（インボイス）を発行する必要があります。
②適格請求書発行事業者登録制度
（a）適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
（b）適格請求書発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」（以下「申
請書」）を提出し、登録をする必要があります。適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者
に限られます。これまでのように、基準期間の売上高が1,000万円以下の場合でも、適格請求書発行事業
者は免税事業者になることはできず、消費税の申告義務が生じます。
（C）申請書の受付は、令和3年10月1日から開始されており、令和5年10月1日から登録を受けるためには
、原則として令和5年3月31日までに税務署に申請書を提出する必要があります。
③適格請求書発行事業者の義務等
適格請求書発行事業者には、適格請求書の交付義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課

されます。
（a）適格請求書の記載事項
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
4.税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
下線の項目が現行の請求書に追加される事項です。1について、これまでになかった登録番号の記載が義

務となります。登録番号は、申請手続きを終えた課税事業者に対して税務署から番号が交付されます（法
人の場合は法人番号の前にTがついた番号）。
なお、不特定多数の者に対して請求書を発行する小売業、飲食業などについては、適格簡易請求書（記

載事項は上記1～5となり、適用税率、消費税額等はいずれか一方の記載で足ります。）の交付が認められ
ます。
④仕入税額控除の要件
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ、原則として仕入税額控除が

できないとされます。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となり、免税事業者から
の仕入れは仕入税額控除が認められなくなります。取引先から適格請求書等の発行を求められる可能性が
あるため、発行できない場合、取引に影響が出る可能性があります。免税事業者は課税事業者に変更する
か否かを検討する必要があります。
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インボイス制度の概要

本資料は令和3年12月10日（金）に与党より公表された令和4年度税制改正大綱に基づき、情報提供を目的として概要を抜粋して記載しておりま
す。よって、今後国会に提出される法案等を確認する必要があり、本内容とは異なる内容が制定される可能性がありますのでご留意下さい。

免税事業者が柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるよう、令和5年10月1日から令和11年9
月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適
格請求書発行事業者となることができるようになります。この適用を受けて課税事業者となる適格請求書
発行事業者については、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は課税事業者とな
ります。

令和4年度税制改正大綱速報（抜粋）無断転載禁止


